
定期的な相談 聾学校へ来ていただいて支援を受けることができます。

群馬県立聾学校

聴覚障害支援センター

☆きこえとことばに関する支援を行っています☆

乳幼児教育相談
〇対象

きこえに障害のある０歳から５歳の子どもとその保護者

学校に通う児童生徒の教育相談

〇対象

小学校から高等学校までの学校に通う児童生徒とその保護者

〇内容

・学校生活や家庭生活での、きこえやことばに関する

相談に応じます

・聴覚管理、自己認識に関することについて

一緒に考えます。

〇内容

０、１、２歳児

・聞こえにくい子どもとの関わり方について、楽しく遊びながら一緒に考えます。

・「ことば」を使って親子でやりとりできるように支援します。

３歳児～就学

・就学を見据えて、ことばやきこえについての相談に応じます。

※その他、子育ての不安や悩みについてもお気軽にご相談ください。

○対象

県内の小、中学校の通常の学級に在籍する聴覚や言語に障害のある児童生徒が聾学校に

通って指導を受けられる「通級による指導」を行っています。

※詳しくは

本校ホームページ、聴覚障害支援センター 通級指導教室Ｑ＆Ａを御覧ください

通級指導教室

〒371-0803 前橋市天川原町一丁目４番地

TEL：０２７－２２３－３２３３

FAX：０２７－２４３－６２５５

Email：rou-tuukyu@edu-g.gsn.ed.jp



授業（保育）や生活の様子を参観

〇内容

・きこえの仕組み

・聴覚障害について

・補聴機器のこと

・言語指導

・配慮や支援について

・自己認識（障害認識）について

・自立活動について

・発音に関すること

・話し方について（吃音など）

・６０分ケース会議の開催に係る助言・協力

先生方との話し合い 職員研修の協力

各学校・園等からの依頼を受け、

直接訪問して相談を行います

①所属長名

②聾学校校長名

③期日

④時間

⑤場所（住所、電話）

⑥支援内容

⑦依頼したい教職員名

まずは御連絡ください

日程等決定後、右記の内容で

rou-tuukyu@edu-g.gsn.ed.jp宛に

派遣申請をお願いいたします。

小・中学校、高等学校等サポート事業


